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介護予防訪問介護・訪問介護サービス 

重 要 事 項 説 明 書 

 

お客様（お客様のご家族）が利用しようと考えている居宅介護サービス業務について、

契約を締結する前に知っておいていただきたい内容をご説明いたします。わかりにくいこ

とがあれば、遠慮なくご質問ください。 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電話番号：０８５６－７７－０９９５ 

担  当：吉賀町ホームヘルパーステーション（午前８時１５分から午後５時１５分） 

電話番号：０８５６－７７－０１５０ 

担  当：吉賀町ケアマネセンター（営業時間：月～金 午前８時１５分から午後５時１５分 

土日・祝日・営業時間外は電話転送にて対応） 

担  当：吉賀町地域包括支援センター・電話番号：０８５６－７７－３１２３ 

 

２．当事業所の法人概要について 

法人各・名称 社会福祉法人 吉賀町社会福祉協議会 

所 在 地 鹿足郡吉賀町六日市５８０番地４（福祉センター内） 

連 絡 先 電話 ０８５６－７７－０１３６ 

代表者（役職・氏名） 会 長   斎 藤 勝 輝 

設立年月日 平成１７年９月３０日設立 

事 業 内 容 

介護老人福祉施設事業・(介護予防)短期入所生活介護事業・（介護

予防）居宅介護支援事業・（介護予防）通所介護事業・（介護予防）

訪問介護事業・（介護予防）訪問看護事業・（介護予防）訪問入浴

事業・（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業 

 

３．お客様に訪問介護サービスを提供する事業所について 

事 業 所 名 吉賀町ホームヘルパーステーション 

所 在 地 鹿足郡吉賀町六日市５８０番地４（福祉センター内） 

管理者氏名 所 長   滝 元 理 恵 

営業日・時間 年中無休 午前６時から午後１０時 

事業所指定番号 ３２７２１００１２８ 

事業開始時期 平成１２年４月１日・平成１8 年４月１日（介護予防） 



 

  ② 

 

サービスを提供する実施地域 吉 賀 町 

事業の目的・方針 

目的  要支援・要介護の状態にある高齢者に対し、適正な訪

問介護及び介護予防訪問介護を提供することを目的

とする。 

方針   介護予防訪問介護においては、本人の出来る事は本

人にしてもらい、可能な限り居宅において要支援状態

の維持若しくは改善を図り、要介護状態となる事を予

防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入

浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を

行う。 

訪問介護においては、心身の特性を踏まえて、その

有する能力に応じた自立した日常生活を営む事が出

来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般に

わたる援助を行う。 

   事業の実施にあたっては関係市町村、指定介護予防支

援事業者、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるもの

とする。 

４．当事業所の従業員について 

（１）当事業所の従業員は次のとおりです。 

職  種 員 数 業務内容 勤務体制 

管理者 1 名 事業所の管理運営 常勤兼務１名 

サービス提供責任者 3 名 利用に係る調整・技術指導 
常勤 2 名 

常勤兼務 1 名 

事務担当職員 １名 介護保険請求事務等 常勤兼務１名 

訪問介護員 18 名 訪問介護サービス 

常勤 10 名 

 

非常勤 8 名 

資格内訳 

ホームヘルパー2 級 9 名 
※訪問介護サービス常勤 10 名（内、兼務 1

名を含む） 
介護福祉士 9 名 

※ 指定訪問介護事業と介護予防訪問介護事業の従業者は兼務とします。 

５．サービス内容について 

お客様に対しては、次のサービス区分の中から予め計画された内容に沿って、指定の時

間帯にサービスを提供します。 

尚、サービス提供に当たっては、「介護予防訪問介護計画」・「訪問介護計画」「サービス利

用手順書｣に沿って、計画的に提供します。 
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介護予防区分 

サ ー ビ ス 区 分  区   分 内      容 

介護予防訪問介護 Ⅰ 要支援 1・2 週１回程度 

介護予防訪問介護 Ⅱ 要支援 1・2 週２回程度 

介護予防訪問介護 Ⅲ 要支援  2 Ⅱを越えて提供されるサービス 

６．サービス利用料金について 

（１）サービスの利用料 

◎お客様の訪問介護サ－ビス利用料金（１月） 

（介護予防訪問介護） 

区       分 利 用 料 金 お客様負担金 

介護予防訪問介護費（Ⅰ） １１，６８０円 １，１６８円 

介護予防訪問介護費（Ⅱ） ２３，３５０円 ２，３３５円 

介護予防訪問介護費（Ⅲ） ３７，０４０円 ３，７０４円 

 

（訪問介護） 

 

身体介護に引き続き生活援助を行った場合 

 

所要時間が 20 分から起算して 25 分を増す

ごとに 67 単位が加算 

（例）身体介護 30 分未満＋生活援助 45 分 
245 単位＋134 単位＝379 単位 

 

  

区
分 

提供 

時間 

２０分以上 30 分

未満 

30 分以上 1 時間

未満 

1 時間以上 1 時間 30 分以上

30 分ごとに加算 

料金 
お客様 

負担金 
料金 

お客様 

負担金 
料金 

お客様 

負担金 
料金 

お客様 

負担金 

身
体
介
護 

昼間 2,450 円 245 円 3,880 円 388 円 5,640 円 564 円 
800円を

加算 

80 円を

加算 

早朝

夜間 
2,060 円 206 円 3,060 円 306 円 4,850 円 485 円 

1000 円

を加算 

100円を

加算 

提供時間 
20 分以上 45 分 

未満 
45 分以上 

  

生
活
援
助 

昼間 1,830 円 183 円 2,250 円 225 円 
  

  

早朝 

夜間 
2,290 円 229 円 2,810 円 281 円 
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◎お客様の訪問介護サービス利用料金（通院等乗降介助） 

区分 提供時間 
1  回  に  つ  き 

料 金 お客様負担料金 

通院等乗

降介助 

昼 間 ９７０円 ９７円 

早 朝 

夜 間 
１，２５０円 １２５円 

上記の料金以外に次のご利用料金をいただく場合があります。 

１）初回加算             200 円／月（介護予防・訪問介護） 

  下記の条件に該当して、その後の訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら 

訪問介護を行った場合、又は他の訪問介護員と同行して訪問した場合 

＊新規に訪問介護計画を作成した場合 

＊2 ヶ月間サービスの利用が無かった場合 

２）生活機能向上連携加算      100 単位／月 （介護予防・訪問介護） 

＊サービス提供責任者が、訪問リハビリテ―ション事業所の理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士による訪問に同行し共同でアセスメント・訪問介護計画を作成する。 

＊理学療法士と連携し（介護予防）訪問介護計画に基づくサービス提供行う。 

＊計画に基づく初回の（介護予防）訪問介護が行われた日から 3 カ月間。 

３）緊急時対応加算      1 回につき 100 円（月 2 回を限度）（訪問介護） 

 ＊利用者またはそのご家族からの要請により、ケアマネージャーが必要と認める居宅サ

ービス計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合 

４）2 人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合はお客様の同意の上で、通

常利用料金の 2 倍の料金を頂きます。 

 ＊2 人の訪問介護員でサービスを行う場合（例） 

・体重が重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 

・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合 

・２階以上の居室から、歩行困難なお客様の外出介助する場合 

５）時間帯料金は早朝（午前６時～午前８時）昼間（午前８時～午後６時） 

  夜間（午後６時～午後１０時）の各時間となっています。 

６） 訪問介護サービス利用料金表の｢お客様負担料金｣は｢料金｣の 1 割を例示しています。 

７）介護予防・訪問介護サービス利用料金表の金額に特別地域加算１５％が加算されます。 

８）介護予防・訪問介護サービス利用料金表の金額に介護職員処遇改善加算８．６％が加

算されます。 

９）今後この料金体系は変更する場合もあります。その際はお客様に事前に文書をお渡し

して、説明します。 
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◎移送サービス運賃及び料金 

初乗運賃 加  算  運  賃 待ち料金 

最初の３km まで ３km以上２０kmまで ２０km 以上 １０分につき 

５００円 
１km までごとに 

１５０円 

１km までごとに 

２００円 
２００円 

※ 割引の対象となる身体障害者福祉手帳をお持ちの場合は提示ください。 

 

（２）交通費 

  事業実施地域外で当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し要

した交通費の実費をいただきます。 

   ・実費の計算基礎：１km につき２５円 

（通常の事業の実施地域にかかる部分はいただきません） 

７．利用料金の支払い時期と支払方法について 

 

利用料の請求 

① 利用料は、利用者負担がある場合に、利用の月ごとにそ

の合計金額を請求いたします。 

② 請求書は、利用明細を添えて、利用のあった月の翌月 10

日までに利用者宛てにお届けいたします。 

利用料の支払い 

① 請求書を受け取られましたら、請求月の 20 日までに、下

記のいずれかの方法でお支払い下さい。 

□ 事業者指定口座へ振り込み（振込手数料はご負担下さい） 

   西中国信用金庫吉賀支店 

     山陰合同銀行六日市支店、ＪＡ西いわみ六日市支所 

□ お客様指定口座からの自動振替 

  西中国信用金庫、ＪＡしまね、山陰合同銀行、 

ゆうちょ銀行 

□ 現金支払い 

② お支払いを確認しましたら領収書をお渡ししますので、

必ず保管をお願いします。 

 

８．担当者の変更について 

  サービスを提供するホームヘルパーの変更を希望される場合は、相談窓口の担当者まで

ご連絡下さい。お客様のご希望を尊重して行ないます。 

ただし、お客様から特定の担当者は指名できないことと、当事業所の人員配置などにより、 

ご希望に添えない場合もありますことをあらかじめご了承下さい。 
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９．事業者の責務について 

（１）個別サービス計画について 

① 当事業者は、お客様の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、お客様の「居宅

サービス計画（以下「ケアプラン」といいます）に沿った「個別サービス計画」を

作成し、お客様に説明したうえでこれに従って、計画的にサービスを提供します。 

② 事業者は、お客様がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合で、その

変更が「ケアプラン」の範囲内で可能なときは、速やかに「個別サービス計画」の

変更等の対応を行ないます。 

③ 当事業所は、お客様が｢ケアプラン｣の変更を希望される場合は、速やかに介護予

防支援事業者・居宅支援事業所への連絡調整等の必要な支援を行ないます。 

（２）居宅サービスの提供内容の記録について 

お客様に提供したサービス提供の記録は、お客様の要支援認定・要介護認定の満

了日から 2 年間保管します。記録については、お客様とそのご家族に限り、閲覧及

び写しの交付が可能です。       

（３）秘密保持と個人情報（プライバシー）の保護及び使用について 

      当事業所および従業員がサービスを提供する際に、お客様やご家族に関して知り

得た情報については、契約期間中はもとより契約終了後も正当な理由なく第三者に

漏らしません。ただし、円滑かつ一体的なサービス提供をするために、要支援認定・

要介護認定の更新、変更、サービス担当者会議、医療、保健、福祉の各団体及び事

業者との連絡調整、事業所内のカンファレンス、その他サービス提供で必要な場合

などで、お客様もしくはご家族の情報を使用する必要があります。この場合は、あ

らかじめお客様もしくはご家族に説明し同意を得たうえで使用します。同意を得た

場合は、同意書に署名をいただきます。 

（４）訪問介護員の禁止行為 

    訪問介護員は、お客様に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当す

る行為は行いません。 

   ①医療行為 

   ②お客様もしくはその家庭等からの物品等の授受 

   ③お客様のご家族等に対する訪問介護サービスの提供 

   ④飲酒及びお客様もしくはそのご家族等の同意なしに行う喫煙 

   ⑤お客様もしくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

   ⑥お客様の預貯金や金融機関での振込み等現金をお預かりする行為 

   ⑦その他お客様もしくはそのご家族等に行う迷惑行為 
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（５）賠償責任について 

当事業所の責任において、お客様の生命・身体・財産などを傷つけた場合は、事業所はお

客様にその損害を賠償いたします。 

１０．守秘義務 

   事業者は、従業者を雇用するにあたり文書にて明示することにより正当な理由なく、

その業務上知り得たお客様又は家族の秘密が漏れることがないよう厳重に管理し、そ

の業務を退いた後も同様とします。 

１１．事故発生時の対応 

   事業所が利用者に対して行う予防訪問介護・訪問介護サービスの提供により、事故

が発生した場合には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要

な措置を講じます。又、当事業所が利用者に対して行った予防訪問介護・訪問介護サ

ービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行い

ます。 

１２．緊急時の対応 

    サービス提供中にお客様に緊急の事態が発生した場合、お客様の主治医にご連絡す

るとともに、必要な対応を行ないます。主治医と連絡が取れない場合は救急搬送等必

要な措置を講じます。その際、予め指定する連絡先にも連絡します。 

主治医 病院名及び所在地 

主治医氏名 

電話番号 

緊急連絡先 

（家族等） 

住所 

電話番号 

１３．相談・苦情窓口 

    当事業所では、利用者からのご相談、苦情に適切に対応するため下記のとおり窓口

を設置しています。ご遠慮なくお申し込み下さい。 

《窓 口》 

○苦情解決責任者   坂田 陽子（在宅福祉部長） 

            ☎０８５６－７７－１７７７ 

 ○苦情受付担当者   滝元 理恵（所 長） 

             ☎０８５６－７７－０９９５ 

 ○第三者委員       

１）小田 敦子（☎０８５６－７７－０８７７） 

            ２）斎藤 善登（☎０８５６－７８－０７１６） 

            ３）三浦 貞光（☎０８５６－７９－２７１０） 

            ４）永安留美子（☎０８５６－７９－２７７７） 
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苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者

委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

《行政機関その他の苦情受付機関》 

 当事業所窓口以外でも、ご相談や苦情については下記の窓口でも受付けいたします。 

吉賀町役場 

保健福祉課 

所 在 地 鹿足郡吉賀町六日市７５０番地 

電話番号 ０８５６－７７－１１１１ 

FAX 番号 ０８５６－７７－１８９１ 

受付時間 月～金８：３０～１７：００（祝祭日を除く） 

島根県国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地 松江市学園 1 丁目７番１４号 

電話番号 ０８５２－２１－２８１１ 

FAX 番号 ０８５２－２１－３５５０ 

受付時間 月～金８：３０～１７：００（祝祭日を除く） 

島根県運営適正化委員会 

所 在 地 松江市東津田町１７４１－３いきいきプラザ内 

電話番号 ０８５２－３２－５９１３ 

FAX 番号 ０８５２－３２－５９８４ 

受付時間 月～金８：３０～１７：００（祝祭日を除く） 

 


